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○ 西いぶり広域連合個人情報の保護に関する法律 

施行条例 

 
令和５年２月２８日 

   条 例 第 １ 号 

 
（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（室蘭市条例の準用） 

第２条 この条例の施行については、室蘭市個人情報の保護に関する法律施行

条例（令和４年室蘭市条例第２９号）の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （西いぶり広域連合個人情報保護条例の廃止） 

２ 西いぶり広域連合個人情報保護条例（平成１９年条例第３号。以下「旧条

例」という。）は、廃止する。 

 （附則第２項の規定の施行に伴う経過措置） 

３ 次に掲げる者に係る旧条例第８条の規定によるその業務に関して知り得た

旧条例第２条第１項第１号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）

の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務

については、施行日後もなお従前の例による。 

（１） 施行日において現に旧条例第２条第１項第３号に規定する実施機関

（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又は施行日前において

旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取

扱いに従事していた者 

（２） 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた

業務に従事していた者 

（３） 施行日前において指定管理者（西いぶり広域連合が地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により指定した法人

その他の団体をいう。附則第６項において同じ。）が行う公の施設（同

法第２４４条第１項に規定する公の施設をいう。附則第５項及び附則第
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６項において同じ。）の管理業務に従事していた者 

４ 施行日前に旧条例第１１条、第２１条又は第３６条の規定による請求がさ

れた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止

については、なお従前の例による。 

５ 附則第３項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において

旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第３

９条に規定する個人情報ファイルを施行日後に提供したときは、２年以下の

懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

６ 附則第３項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前におい

て旧実施機関が保有していた旧条例第２条第１項第２号に規定する保有個人

情報（指定管理者が行う管理業務に従事していた者にあっては当該管理業務

に関して知り得た個人情報）を施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益

を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。 

７ 前２項の規定は、西いぶり広域連合の区域外においてこれらの項の罪を犯

した者にも適用する。 

８ 附則第２項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為

の処罰については、その失効後もなお従前の例による。 

（附則第１４項の規定の施行に伴う経過措置） 

９ この条例の施行の際現に附則第１４項による改正前の西いぶり広域連合行

政不服審査法施行条例（平成２８年条例第１号）（以下「旧審査会条例」と

いう。）第２条の規定に基づき任命された西いぶり広域連合行政不服審査会

（以下「旧審査会」という。）の委員である者は、施行日に、附則第１４項

による改正後の西いぶり広域連合個人情報保護・行政不服審査会の設置及び

行政不服審査に係る費用負担に関する条例第２条に規定する審査会(以下「新

審査会」という。)の委員に任命されたものとみなす。 

１０ 施行日前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対す

る答申がされていないものは、新審査会にされた諮問とみなし、当該諮問に

ついて旧審査会がした調査手続は、新審査会がした調査審議の手続とみなす。 

１１ 旧審査会条例第４条第３項に規定する委員であった者に係るその職務上

知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、

なお従前の例による。 

１２ 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

 （西いぶり広域連合情報公開条例の一部改正） 
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１３ 西いぶり広域連合情報公開条例（平成１９年条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  目次を削る。 

  「第１章 総則」を削る。 

  第１条中「（以下「広域連合という。）」を削る。 

  第２条を次のように改める。 

（室蘭市条例の準用） 

第２条 この条例の施行については、室蘭市情報公開条例（平成８年室蘭市

条例第１１号）の例による。 

  第３条及び第４条を削る。 

  「第２章 公文書の開示」を削る。 

  第５条から第１６条までを削る。 

  「第３章 審査請求」を削る。 

  第１７条及び第１８条を削る。 

  「第４章 雑則」を削る。 

  第１９条から第２４条までを削る。 

 （西いぶり広域連合行政不服審査法施行条例の一部改正） 

１４ 西いぶり広域連合行政不服審査法施行条例（平成２８年条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    西いぶり広域連合個人情報保護・行政不服審査会の設置及び行政不服

審査に係る費用負担に関する条例 

  第１条から第３条までを次のように改める。 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報保護等に係る附属機関及び行政不服審査に係

る附属機関(行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）

第８１条第１項に規定する附属機関をいう。以下同じ。）の設置、組織等

並びに法の規定による書面等の閲覧交付等に要する費用等の負担に関し必

要な事項を定め、市民の権利利益の保護及び救済を図るとともに、市政の

適正な運営を確保することを目的とする。 

（設置等） 

第２条 個人情報保護等に係る附属機関及び行政不服審査に係る附属機関と

して西いぶり広域連合個人情報保護・行政不服審査会（以下「審査会」と

いう。）を置く。 

２ 前項の審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 
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（室蘭市条例の準用） 

第３条 この条例の施行については、室蘭市個人情報保護・行政不服審査会

の設置及び行政不服審査に係る費用負担に関する条例（平成１６年室蘭市

条例第１号）の例による。 

  第４条から第９条までを削り、第１０条中「第４条第３項」を「第２条第

２項」に改め、同条を第３条とする。 

 


